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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザネットワーク間を接続するネットワークを構成し、制御要求に従い前記ユ
ーザネットワーク間の論理回線の設定情報を変更する複数のノード装置と、
　前記設定情報を送信する複数の端末と、
　前記端末から複数の前記設定情報を受信して、前記ノード装置に制御要求を送信するサ
ーバ装置と
を備えた通信システムであって、
　前記端末は、
　前記ユーザネットワーク間の論理回線の設定情報を入力する入力部と、
　前記設定情報を前記サーバ装置に送信する送信部と
を有し、
　前記サーバ装置は、
　前記端末から前記設定情報を受信する受信部と、
　前記受信部で受信した前記設定情報を、前記論理回線の経路上にある前記ノード装置及
び該ノード装置のインタフェース毎に分類する分類部と、
　前記分類部で分類された前記設定情報を、前記ノード装置及び該ノード装置のインタフ
ェース毎に記憶する要求記憶部と、
　前記ノード装置の各インタフェースに接続される物理回線の帯域情報を記憶するリソー
ス記憶部と、
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　各ノード装置のインタフェースについて、前記物理回線の帯域情報と前記論理回線の設
定情報とに基づいて、同一ノード装置のインタフェースに対する設定情報については纏め
て設定情報の受付可否を判定する受付判定部と、
　前記受付判定部で受付可能と判定された前記論理回線の設定情報に基づき、前記ノード
装置に対する制御要求を生成する制御発行部と
を有する通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記論理回線の識別情報に対応して、該論理回線の経路上にある前記ノード装置の識別
子及び該ノード装置のインタフェースの識別子を記憶した経路情報管理部
をさらに備え、
　前記サーバ装置の前記分類部は、
　前記設定情報に含まれる論理回線の識別情報を基に、前記経路情報管理部を参照して、
通信経路上の前記ノード装置の識別子及び該ノード装置のインタフェースの識別子を抽出
する手段と、
　抽出された前記ノード装置の識別子及び該ノード装置のインタフェースの識別子毎に、
前記設定情報を前記要求記憶部に記憶する手段と
を有することを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の通信システムにおいて、
　制御対象の前記ノード装置の識別子を管理する対象リスト管理部
をさらに備え、
　前記サーバ装置の前記分類部は、
　抽出された前記ノード装置の識別子と、前記対象リスト管理部で管理された制御対象の
前記ノード装置の識別子とを照合し、
　照合した結果が合致した場合に、制御対象となる前記ノード装置の識別子及び該ノード
のインタフェースの識別子毎に、前記設定情報を前記要求記憶部に記憶することを特徴と
する通信システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記受付判定部は、
　前記要求記憶部に記憶された同一のノード装置及び同一のインタフェースの複数の設定
情報を纏めて受付可否判定して、判定結果を前記要求記憶部に記憶することを特徴とする
通信システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の通信システムにおいて、
　前記受付判定部は、
　受付可否判定の結果が否となった場合には、後から登録された設定情報から順に削って
受付可否判定を繰り返し、受付可能な設定情報と受付不能な設定情報とを分類して、結果
を前記要求記憶部に記憶することを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　請求項４に記載の通信システムにおいて、
　前記受付判定部は、
　受付可否判定の結果が否となった場合には、２分岐探索法を用いて受付可能な設定情報
と受付不能な設定情報とを分類し、結果を前記要求記憶部に記憶することを特徴とする通
信システム。
【請求項７】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記制御発行部は、
　前記受付判定部で受付可能と判定された設定情報を、前記要求記憶部に記憶された同一
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のノード装置及び同一のインタフェース単位で纏めて、該ノード装置への制御要求を生成
することを特徴とする通信システム。
【請求項８】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記サーバ装置は、
　前記受信部が、複数の設定情報を受信し、
　設定情報を受信すると、分類処理待ちをキューに積み、
　分類処理を実行すると、受付判定処理待ちを前記キューに積み、
　受付判定処理を実行すると、制御発行処理待ちを前記キューに積み、
　前記受付判定部は、前記キューに連続して積まれた複数の設定情報についての受付判定
処理待ちに対して纏めて受付可否を判定し、及び、前記制御発行部は前記キューに連続し
て積まれた複数の設定情報についての制御発行処理待ちに対して纏めて制御要求を生成す
る通信システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記サーバ装置は、
　前記受信部が、複数の設定情報を受信し、
　予め定められたタイミング毎に、前記受付判定部は複数の設定情報について纏めて受付
可否を判定し、及び、前記制御発行部は複数の設定情報について纏めて制御要求を生成す
る通信システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記設定情報は、前記論理回線の帯域情報及び優先度のいずれかを含む通信システム。
【請求項１１】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記端末を複数備え、
　前記サーバ装置の前記受信部は、複数の前記端末から複数の設定情報を受信する通信シ
ステム。
【請求項１２】
　複数のユーザネットワーク間を接続するネットワークを構成し、制御要求に従い前記ユ
ーザネットワーク間の論理回線の設定情報を変更する複数のノード装置と、前記設定情報
を送信する複数の端末と、前記端末から前記設定情報を受信して、前記ノード装置に制御
要求を送信するサーバ装置とを備えた通信システムにおける前記サーバ装置であって、
　前記端末から、前記ユーザネットワーク間の論理回線の前記設定情報を複数受信する受
信部と、
　前記受信部で受信した前記設定情報を、前記論理回線の経路上にある前記ノード装置及
び該ノード装置のインタフェース毎に分類する分類部と、
　前記分類部で分類された前記設定情報を、前記ノード装置及び該ノード装置のインタフ
ェース毎に記憶する要求記憶部と、
　前記ノード装置の各インタフェースに接続される物理回線の帯域情報を記憶するリソー
ス記憶部と、
　各ノード装置のインタフェースについて、前記物理回線の帯域情報と前記論理回線の設
定情報とに基づいて、同一ノード装置のインタフェースに対する設定情報については纏め
て設定情報の受付可否を判定する受付判定部と、
　前記受付判定部で受け付け可能と判定された前記論理回線の設定情報に基づき、前記ノ
ード装置に対する制御要求を生成する制御発行部と
を備えた前記サーバ装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記分類部は、
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　前記論理回線の識別情報に対応して、該論理回線の経路上にある前記ノード装置の識別
子及び該ノード装置のインタフェースの識別子を記憶した経路情報管理部を参照して、
前記設定情報に含まれる論理回線の識別情報を基に、通信経路上の前記ノード装置の識別
子及び該ノード装置のインタフェースの識別子を抽出する手段と、
　抽出された前記ノード装置の識別子及び該ノード装置のインタフェースの識別子毎に、
前記設定情報を前記要求記憶部に記憶する手段と
を有することを特徴とするサーバ装置。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のサーバ装置において、
　前記分類部は、
　抽出された前記ノード装置の識別子と、制御対象の前記ノード装置の識別子を管理する
対象リスト管理部で管理された制御対象の前記ノード装置の識別子とを照合し、
　照合した結果が合致した場合に、制御対象となる前記ノード装置の識別子及び該ノード
のインタフェースの識別子毎に、前記設定情報を前記要求記憶部に記憶することを特徴と
するサーバ装置。
【請求項１５】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記受付判定部は、
　前記要求記憶部に記憶された同一のノード装置及び同一のインタフェースの複数の設定
情報を纏めて受付可否判定して、判定結果を前記要求記憶部に記憶することを特徴とする
サーバ装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のサーバ装置において、
　前記受付判定部は、
　受付可否判定の結果が否となった場合には、後から登録された設定情報から順に削って
受付可否判定を繰り返し、受付可能な設定情報と受付不能な設定情報とを分類して、結果
を前記要求記憶部に記憶することを特徴とするサーバ装置。
【請求項１７】
　請求項１５に記載のサーバ装置において、
　前記受付判定部は、
　受付可否判定の結果が否となった場合には、２分岐探索法を用いて受付可能な設定情報
と受付不能な設定情報とを分類し、結果を前記要求記憶部に記憶することを特徴とするサ
ーバ装置。
【請求項１８】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記制御発行部は、
　前記受付判定部で受付可能と判定された設定情報を、前記要求記憶部に記憶された同一
のノード装置及び同一のインタフェース単位で纏めて、該ノード装置への制御要求を生成
することを特徴とするサーバ装置。
【請求項１９】
　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記受信部が、複数の設定情報を受信し、
　設定情報を受信すると、分類処理待ちをキューに積み、
　分類処理を実行すると、受付判定処理待ちを前記キューに積み、
　受付判定処理を実行すると、制御発行処理待ちを前記キューに積み、
　前記受付判定部は前記キューに連続して積まれた複数の設定情報についての受付判定処
理待ちに対して纏めて受付可否を判定し、及び、前記制御発行部は前記キューに連続して
積まれた複数の設定情報についての制御発行処理待ちに対して纏めて制御要求を生成する
サーバ装置。
【請求項２０】
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　請求項１２に記載のサーバ装置において、
　前記受信部が、複数の設定情報を受信し、
　予め定められたタイミング毎に、前記受付判定部は複数の設定情報について纏めて受付
可否を判定し、及び、前記制御発行部は複数の設定情報について纏めて制御要求を生成す
るサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムおよびサーバ装置に係り、特に、通信事業者がサービス提供す
る仮想プライベートネットワークを構成するシステムにおいてネットワークリソースを制
御する通信システムおよびサーバ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広域ＩＰ網を企業の通信インフラとして利用する仕組みとしては、広域イーサネット（
登録商標）やＩＰ－ＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）と呼ば
れる通信事業者が提供するサービスがあった。これらのサービスでは、拠点の増減やＶＰ
Ｎ帯域の変更といったエンドユーザからのサービス要求は、書面やフォーム入力などを通
じてサービス提供事業者に連絡を行い、要求を受け取ったサービス提供事業者は、網設備
のリソース利用状況を考慮して受付の可否判断を行い、網設備に対する設定変更を行うと
いう流れであった。
　ＶＰＮを提供する事業者と、ＶＰＮを構築する広域ＩＰ網を提供する事業者とが異なる
場合における、ユーザからのサービス変更の流れに関しては、例えば、特許文献１の図１
で紹介されている。この場合のエンドユーザからのサービス要求は、ユーザ側のＶＰＮ管
理者が仲介する形で広域ＩＰ網管理者に申し込みを行うという形態であった。特許文献１
の技術では、サービス要求発生から実際にサービス変更が行われるまでのタイムラグを削
減する仕組みとして、広域ＩＰ網ポリシーとＶＰＮポリシーを共に格納し、広域ＩＰ網に
対するＶＰＮポリシーの検証や、ＶＰＮポリシーに対するサービス要求検証を行うＶＰＮ
ポリシー管理装置が開示されている。
【０００３】
　また、特許文献２では、広域ＩＰ網を跨るＶＰＮのリソース割当要求に対する応答時間
を短縮する仕組みとして、ＩＰ－ＶＰＮ広域網のポリシーとして割り当てた通信機器のリ
ソース情報を、ＶＰＮリソース情報としてＶＰＮポリシーサーバに設定するＩＰ－ＶＰＮ
ポリシーサーバが開示されている。
　一方、特許文献３では、複数のユーザノードから、ひとつのユーザノードにトラフィッ
クが集中する場合に、送信元ユーザノード別に帯域を確保しつつ、あるユーザノードから
受信したデータ量に応じて、他のユーザノードからの出力速度を変更する方法が開示され
ている。
　更に、特許文献４では、複数のユーザ要求受付部を設けることにより、ユーザ要求部の
処理負荷を軽減して性能の低下を抑制し、受付制御機能全体の性能低下を回避する方法が
開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２５１３０７号公報
【特許文献２】特開２００５－３９６４４号公報
【特許文献３】特開２００６－３４５１７３号公報
【特許文献４】特開２００３－６９６３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題のひとつは、広域ＩＰ網を企業の通信インフラとして利
用できるようなサービスを提供する通信事業者のネットワークシステムにおいて、ユーザ
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が自社設備の設定変更を行うのと同様の即応性で、利用サービスに関わる設定変更を行え
るような設定インタフェースを提供することである。
　特に、上記のような設定インタフェースをユーザに開放すると、複数のユーザが通信事
業者網の設備に関わる設定変更を行う可能性がある。よって、複数の変更要求が発生した
場合にも、ユーザの待ち時間を抑えつつ、それぞれの変更要求を反映させることによって
、通信事業者網に矛盾や不整合が発生しないよう調整しながら網設備の設定変更を行う必
要がある。
　特許文献１や特許文献２では、上記のような複数のユーザが変更要求を発行する際の課
題については触れられていない。
　特許文献３では、複数のユーザノードから、ひとつのユーザノードにトラフィックが集
中する場合の帯域制御方法については述べられているが、新たに発生した複数の要求が、
同一のユーザノードへのトラフィック集中となる場合の判定制御等については考慮されて
いない。
【０００６】
　特許文献４では、ユーザ要求受付部を複数設けることにより、ユーザ要求部の処理負荷
を軽減する方法については述べられているが、複数のユーザ要求が影響する転送装置およ
びリンクが重複する場合については考慮されていない。ユーザ要求の範囲が複数の帯域管
理部に跨る場合については記載されているが、要求順に一つずつ判定処理を行っていくと
いう形を採る。そのため、ある帯域管理部への要求が複数発生した場合には、最後の要求
を処理するまでに時間がかかり、即応性が失われる可能性がある。
　本発明は、以上の点に鑑み、複数のユーザが設定変更要求を発行した場合にも、ユーザ
の待ち時間を抑えつつ、通信事業者網に矛盾や不整合が生じないよう制御しながら、網設
備の設定変更を行う通信システムおよびサーバ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ユーザ要求の受付可否を判定する際に、ノード装置に設定反映された実リソ
ース情報だけを参照するのでは無く、重複するユーザ要求を管理するキューに先に積まれ
た要求内容を加味して受付判定を行うことを特徴のひとつとする。
　更に、本発明は、ノード装置に対する設定更新を行う際に、ユーザ要求の受付判定で認
可された複数の要求内容を一括してオーダすることを特徴のひとつとする。
【０００８】
　本発明の第１の解決手段によると、
　複数のユーザネットワーク間を接続するネットワークを構成し、制御要求に従い前記ユ
ーザネットワーク間の論理回線の設定情報を変更する複数のノード装置と、
　前記設定情報を送信する端末と、
　前記端末から前記設定情報を受信して、前記ノード装置に制御要求を送信するサーバ装
置と
を備えた通信システムであって、
　前記端末は、
　前記ユーザネットワーク間の論理回線の設定情報を入力する入力部と、
　前記設定情報を前記サーバ装置に送信する送信部と
を有し、
　前記サーバ装置は、
　前記端末から前記設定情報を受信する受信部と、
　前記受信部で受信した前記設定情報を、前記論理回線の経路上にある前記ノード装置及
び該ノード装置のインタフェース毎に分類する分類部と、
　前記分類部で分類された前記設定情報を、前記ノード装置及び該ノード装置のインタフ
ェース毎に記憶する要求記憶部と、
　前記ノード装置の各インタフェースに接続される物理回線の帯域情報を記憶するリソー
ス記憶部と、



(7) JP 5111256 B2 2013.1.9

10

20

30

40

50

　各ノード装置のインタフェースについて、前記物理回線の帯域情報と前記論理回線の設
定情報とに基づいて、設定情報の受付可否を判定する受付判定部と、
　前記受付判定部で受付可能と判定された前記論理回線の設定情報に基づき、前記ノード
装置に対する制御要求を生成する制御発行部と
を有する通信システムが提供される。
【０００９】
　本発明の第２の解決手段によると、
　複数のユーザネットワーク間を接続するネットワークを構成し、制御要求に従い前記ユ
ーザネットワーク間の論理回線の設定情報を変更する複数のノード装置と、前記設定情報
を送信する端末と、前記端末から前記設定情報を受信して、前記ノード装置に制御要求を
送信するサーバ装置とを備えた通信システムにおける前記サーバ装置であって、
　前記端末から、前記ユーザネットワーク間の論理回線の前記設定情報を受信する受信部
と、
　前記受信部で受信した前記設定情報を、前記論理回線の経路上にある前記ノード装置及
び該ノード装置のインタフェース毎に分類する分類部と、
　前記分類部で分類された前記設定情報を、前記ノード装置及び該ノード装置のインタフ
ェース毎に記憶する要求記憶部と、
　前記ノード装置の各インタフェースに接続される物理回線の帯域情報を記憶するリソー
ス記憶部と、
　各ノード装置のインタフェースについて、前記物理回線の帯域情報と前記論理回線の設
定情報とに基づいて、設定情報の受付可否を判定する受付判定部と、
　前記受付判定部で受け付け可能と判定された前記論理回線の設定情報に基づき、前記ノ
ード装置に対する制御要求を生成する制御発行部と
を備えた前記サーバ装置が提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によると、複数のユーザが設定変更要求を発行した場合にも、ユーザの待ち時間
を抑えつつ、通信事業者網に矛盾や不整合が生じないよう制御しながら、網設備の設定変
更を行う通信システムおよびサーバ装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を用いて本実施の形態を説明する。
　図１は、本実施の形態の一例を示すネットワーク構成図である。
　通信事業者は、複数の地域拠点に跨る同一企業の網（ユーザ網２）同士を繋ぐ通信イン
フラとして、広域ＩＰ網をサービス提供する。
　各ユーザ網２と通信事業者がサービス提供するネットワークとは、アクセス網４を介し
て接続する。ユーザ網２側のアクセス網４との接続は、ユーザノード３を介して行われる
。
　通信事業者側のネットワークは、コア網８を、幾つかの分割した地域ごとに設置する地
域網７同士を相互に接続することにより構成する。各地域網はコアノード６を備え、地域
網７同士の間は、それぞれの地域網７を構成するコアノード６を相互に接続する。例えば
、地域網７ａと地域網７ｂの間ならば、コアノード６ｃとコアノード６ｄを相互に接続す
る。地域網７とアクセス網４の間は、コアノード６とエッジノード５で相互に接続する。
コアノードとエッジノードの関係は１対１とは限らず、１台のコアノード（例：６ａ）は
、複数台のエッジノード（例：５ａ、５ｂ）と相互に接続してもよい。同様に、エッジノ
ード（例：５ａ）もアクセス網４ａを介して、複数のユーザ拠点（例：３０、３１）を収
容する。このような木構造でネットワークが構成されるため、上流の装置には自ずと複数
のユーザ拠点からのトラヒックが集まる形となる。
【００１２】
　本実施の形態では、上記のような、企業拠点間を接続する通信インフラを提供するサー
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ビスにおいて、企業ユーザが利用する通信回線に関わる設定を、ユーザが自由かつリアル
タイムに変更できるようにする。特に、複数のユーザが同時に設定変更を行っても、通信
事業者網に矛盾や不整合を起こさず、且つ、ユーザの待ち時間を抑えた設定変更を提供で
きるようにする。
　このような設定変更機能を提供する際のネットワーク構成は、上記コア網８と管理用ネ
ットワーク９を、それぞれコアノード６ｅとエッジノード５ｄで接続し、管理用ネットワ
ーク９内にリソース制御受付装置（サーバ装置）１０を設ける。
　ユーザ企業のネットワーク管理者は、本サービスを利用して設定変更を行う際には、自
身のネットワーク（ユーザ網２）内の端末１から、リソース制御受付装置１０にリクエス
トを発行する。端末１は、例えば、拠点（ユーザネットワーク）間のＩＰ－ＶＰＮ（論理
回線）の設定情報を入力する入力部と、設定情報をリソース制御受付装置１０に送信する
送信部とを有する。
【００１３】
　この時の、ユーザ端末１とリソース制御受付装置１０の間の通信方式は、独自のクライ
アントアプリケーションと独自の通信方式で行っても構わないし、後に示す図９のような
ブラウザ画面からの入力形式とＨＴＴＰ／ＨＴＴＰＳを用いた通信方式で実現しても構わ
ない。図９に示すようなブラウザ画面からの入力形式を採る場合は、管理用ネットワーク
９内にＷｅｂサーバも必要になるが、こちらは汎用的なＷｅｂサーバ／技術を活用すれば
良いため、図１では省略している。なお、図９については、後ほど詳細を説明する。
　話を戻して、複数のユーザが同時に設定変更を行った場合の課題について、図１を用い
て補足説明する。複数のユーザによる設定変更が影響するポイントは、例えば、複数のユ
ーザ拠点からのトラヒックが集まって相乗りする回線である。上記木構造のネットワーク
の末端では、装置上は複数ユーザのトラヒックが集線されるかもしれないが、ポート／論
理インタフェースはユーザ個別となるため、トラヒックの相乗りという状況は発生しない
。しかし、上流のコアノードでは、全ユーザの個別トラヒックを対象に資源を割り当てる
ことは不可能であるため、必然的に同一回線にトラヒックが相乗りする形となる。一般的
に上流のネットワークになる程、回線帯域は太くなるよう構築するが、全ての回線が均一
では無い。例えば、地域網１（７ａ）と地域網２（７ｂ）の間、コアノード６ｃとコアノ
ード６ｄの間など、他のコア網／地域網内の回線より細くなる場合がある。このような回
線では、あるユーザが行う設定変更が、他のユーザのトラヒックに影響を与えることにな
る。
【００１４】
　一例として、図１の拠点３０、３１、３２が、同一企業の拠点と仮定する。各拠点はユ
ーザＮＷがはられている。このユーザ企業のネットワーク管理者が、当初、拠点３０と３
１の間で開設していたＶＰＮ回線を、拠点３０と３２の間に変更した場合など、本設定変
更により、地域網１（７ａ）と地域網２（７ｂ）を繋ぐ回線には、新たなトラヒックがか
かることになる。
　上記のようなポイントに関しては、設定要求の受付可否を判定する必要があるが、同様
の設定変更を複数のユーザが同時に行う可能性もある。その際に、リクエストの到着順に
シーケンシャルに処理を行うというアプローチもあるが、後にまわされたユーザは待ち時
間に対して不満を抱くかもしれない。シーケンシャルに処理を行うアプローチの課題に関
しては、図２を用いて説明する。
【００１５】
　図２は、複数の要求をシーケンシャルに処理する場合の課題を説明する為のシーケンス
図である。
　図中表記のユーザ端末は、本サービスを利用する企業のネットワーク管理者により操作
されるユーザ網内の端末を指し、サービスに関わる変更要求を発行する。最初は、変更内
容を入力するためのシステムへのログインである（Ｓ１）。図では省略しているが、この
ステップで認証確認などを行う。
　ユーザからの要求は、リソース制御受付装置１０で処理する。システムにユーザがログ
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インする際には、ユーザ入力画面を生成して提示する（Ｓ２）。
　図９は、提示されるユーザ入力画面の例である。
　契約情報である拠点や契約帯域の情報は、例えば、拠点ごとに提示する（９０、９１）
。また、ユーザ設定済みの情報に関しても、例えば、拠点単位に分類して提示する（９２
、９３、９４）。
　図１６は、契約情報テーブルの構成図である。図１７は、設定情報テーブルの構成図で
ある。契約情報や設定情報は、例えば、それぞれ契約情報テーブルを管理するデータベー
ス（契約情報ＤＢ、図１６）、設定情報テーブルを管理するデータベース（設定情報ＤＢ
、図１７）から取得することができる。契約情報テーブルは、例えば、ユーザ識別子と拠
点識別子と契約帯域とが対応して記憶される。設定情報テーブルは、ユーザ識別子と拠点
識別子とＶＰＮ－ＩＤと帯域情報と優先度情報とが対応して記憶される。各テーブルから
情報が読みだされて、図９のユーザ入力画面の生成に利用される。
　また、後述する図３でリソース制御受付装置１０の機能ブロック図を示しているが、こ
こまでの手順は汎用的な技術を活用すれば良いため、機能ブロック図では省略している。
契約情報ＤＢ、設定情報ＤＢは共にリソース制御受付装置１０とは異なる装置に実装して
も構わない。その場合は、リソース制御受付装置１０と同様、管理用ネットワーク９内に
設置する。
【００１６】
　既存の設定の変更は、変更前の情報を参照しながら、変更後の情報を入力したり（９７
）選択したり（９８）する。既存の設定自体を消去する場合は、該当する設定に付随する
削除ボタン９６を利用し、新たに設定を追加する場合は、追加ボタン９５を利用する。追
加ボタンを押下した場合には、ダイアログボックスなどで追加するＶＬＡＮ－ＩＤの入力
を促した後で、９２に例示したような入力画面を生成して提示する。但し、追加時には変
更前の設定情報は無い。追加や変更で入力した帯域情報の合計値が、拠点の合計帯域（契
約帯域）を超過した場合は、入力時にユーザに警告を発する。すなわち、更新ボタンを押
下しても、変更要求がリソース制御サーバ１０には飛ばないように制御し、入力内容のエ
ラー通知を行う。
【００１７】
　以上、図９では、拠点ごとの設定情報を纏めたイメージのユーザ入力画面例を提示した
が、ＶＬＡＮ－ＩＤ単位にソーティングした設定情報を提示する形式でも構わない。また
、図９のようなＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ベースの
ユーザ入力方法ではなく、ＣＵＩ（Ｃｏｍｍａｎｄ－ｌｉｎｅ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆ
ａｃｅ）ベースのユーザ入力方法を提供し、ユーザノード３に対する設定変更と同じ様な
操作性を提供する形態でも構わない。
　再び図２の説明に戻ると、図９のような画面を利用して、ユーザ端末は設定変更する情
報を例えばキーボードやマウス等の入力部から入力して、更新ボタンが押下されることに
より要求を発行する（Ｓ３）。設定変更要求Ｓ３を受け取ったリソース制御受付装置は、
設定変更要求の受付可否判定を行う（Ｓ４）。受付られない場合はその旨を返信し、受付
可能な場合は、該当するノード装置に対して設定変更要求を発行する（Ｓ５）。設定変更
要求Ｓ５を受け取ったノード装置は、変更の可否判定を行い（Ｓ６）、設定の変更を実施
する（Ｓ７）。要求に対するノード装置からの応答を受け取ったリソース制御受付装置は
、ユーザ端末に結果を通知して（Ｓ８）、次の要求処理に移る（Ｓ９）。
【００１８】
　設定変更要求に対する処理を上記のように行う場合、あるユーザからの要求Ｓ３を受け
取った直後に、ほぼ同時期に発行された別のユーザからの要求を受け取っても、処理キュ
ーの順番で後ろに積まれた要求は、先に積まれた要求を処理し終わるまで扱われない。上
記の例で言い換えるなら、Ｓ３からＳ８までの間が待ち時間となってしまう。変更要求の
受付判定処理と、ノード装置に対する設定変更処理を独立に動作させることで、先に積ま
れた要求の受付判定処理が終わったら、速やかに次に積まれた要求の受付判定を行うこと
は可能になる。しかしながら、最終的に設定が反映されて利用可能となるのは、ノード装
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置に対する設定変更が完了した後になるため、受付判定結果が判るまでの時間は短縮され
るかもしれないが、設定が反映されて利用可能となるまでの時間は改善されないという課
題が残る。
　本実施の形態では、このように複数の要求が集中した場合にも、ユーザに対する待ち時
間を抑えたリソース制御処理を実現する。本実施の形態では、ネットワークリソース制御
システム等が、ユーザ要求の受付可否を判定する際に、ノード装置に設定反映された実リ
ソース情報を参照すると共に、重複するユーザ要求を管理するキューに先に積まれた要求
内容を考慮して受付判定を行い、先にキューに積まれた要求を実際のノード装置に設定反
映し終わるまで待たなくても受付判定を行い、ユーザ要求に対する判定の待ち時間を短く
する。また、本実施の形態では、ネットワーク制御システムが、ノード装置に対する設定
更新を行う際に、ユーザ要求の受付判定で認可された複数の要求内容を一括してオーダし
、複数のユーザが同時に同一のノード装置に関わる設定変更要求を発行した場合にも、ノ
ード装置の設定変更要求にかかる負荷を削減する。
【００１９】
　図１８は、本実施の形態のリソース制御受付装置１０の構成図である。
　本実施の形態のリソース制御受付装置１０は、プロセッサ３０１、メモリ３０２、記憶
装置３０３及びネットワークインタフェース（３０４および３０５）を備える。例えば、
汎用的なサーバ装置に、リソース制御受付プログラム３０９を搭載する。リソース制御受
付プログラム３０９は、記憶装置３０４に格納され、プログラム実行時にメモリ３０２上
にロードされて、プロセッサ３０１により動かされる。
　経路情報管理部１７は、一般的なネットワーク管理システムが管理するものと同様であ
り、各ノード装置に設定されている経路情報を集約したものである。図１８に示したよう
に、経路情報管理部１７は、ＣＰＵ３１１、メモリ３１２、記憶装置３１３、ネットワー
クインタフェース３１４を備えた汎用的なデータベース装置３１０で管理されるテーブル
情報である。
【００２０】
　図１５に、経路情報管理テーブルの一構成例を示す。
　経路情報管理テーブルは、ＶＰＮ－ＩＤ１５０と、送信元１５２および送信先１５４と
、経路情報１５６とが記憶される。経路情報１５６は、例えば、ＶＰＮ－ＩＤ１５０で特
定される経路、または、送信元１５２及び１５４で特定される経路にあるノード装置の識
別子、インタフェースの識別子が記憶される。
　一方、対象リスト管理部１８は、ユーザの設定変更が他のユーザのトラヒックにも影響
を与えるポイント（回線）を含むノード装置およびインタフェースを登録管理する。図１
８に示したように、対象リスト管理部１８は、ＣＰＵ３２１、メモリ３２２、記憶装置３
２３、ネットワークインタフェース３２４を備えた汎用的なデータベース装置３２０で管
理されるテーブル情報である。こちらは、図１の説明の中で例示したような、回線帯域が
細くなるポイント（図１では、６ｃと６ｄの間を例に説明）のノード装置（例えば、６ｃ
や６ｄ）および対象インタフェースを、当該ネットワークの管理者（通信事業者網の管理
者）が事前に登録しておく（図１３）。
　リソース管理部１９の構成は従来のネットワーク管理システムやノード管理システムで
用いられているものと同様で構わない。リソース管理部１９は、図１８に示したように、
ＣＰＵ３３１、メモリ３３２、記憶装置３３３、ネットワークインタフェース３３４を備
えた汎用的なデータベース装置３３０で管理されるテーブル情報である。限界値の設定と
しては、物理回線の帯域と等しい値による運用でも構わないし、システムのコンフィグレ
ーションで設定する許容幅の値を、物理回線の帯域に上乗せする運用でも構わない（図１
４）。
【００２１】
　図１４に、リソース管理テーブルの一構成例を示す。リソース管理テーブルは、ノード
識別子１４０と、インタフェース識別子１４２と、上限帯域１４４と、予約済帯域１４６
とが対応して記憶される。
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　ちなみに図１８では、経路情報管理部１７を格納するデータベース装置３１０、対象リ
スト管理部１８を格納するデータベース装置３２０、リソース管理部１９を格納するデー
タベース装置３３０を、それぞれ別装置で構成するイメージで示したが、これらの情報は
同一のデータベース装置で管理する構成であっても構わない。
　図３は、リソース制御受付プログラム３０９の機能ブロック図である。
　リソース制御受付プログラム３０９は、例えば、要求受付部１１と、判定制御部１５と
、制御実行部１６とを有する。判定制御部１５は、制御要求分類部２０と、制御要求管理
部２１と、受付判定部２２と、制御発行部２３とを有する。
　図３では、設定変更要求（Ｓ３）を受け取った後の処理に関わる機能ブロックのみを記
載している。
【００２２】
　リソース制御受付装置１０では、ユーザ端末（ユーザ網２内の端末）１からの変更要求
（ユーザ要求、設定変更要求、設定情報）を、要求受付部１１で受信する。ここで受信す
る一要求には、図９のようなユーザ設定画面を通じて入力される内容一式が含まれる。つ
まり、変更内容が複数の拠点、複数の設定（例えば、９２の設定と９３の設定と９４の設
定）に及ぶ場合には、一要求メッセージの中に複数の設定変更項目が含まれることになる
。逆に、変更内容が単一拠点の単一設定であるならば、一要求メッセージに含まれる設定
変更項目も一つになる。
　制御要求分類部２０では、設定変更項目ごとに制御対象となるノード装置やインタフェ
ースを調べ、制御対象ごとの要求として分類を行う。分類結果は、制御が完了するまで制
御要求管理部２１に一次的に記録する。
　図４に、制御要求管理部２１のテーブル構成例を示す。
　変更内容４１は、対象ノードおよび対象インタフェース（４０）毎に分類する。この時
、対象ノードおよび対象インタフェースは、経路情報管理部１７と対象リスト管理部１８
を参照して特定する。
【００２３】
　制御要求分類部２０が行う処理手順としては、変更内容に含まれるフロー識別情報（例
えば、ＶＰＮ－ＩＤや、送信元アドレスと送信先アドレスなど）を検索キーとして経路情
報管理部１７を調べ、対象経路上のノード装置やインタフェースを抽出する（図１０、ス
テップ１０１）。次に、抽出したノード装置やインタフェースが、対象リスト管理部１８
に登録されているか確認する（図１０、ステップ１０２）。対象リスト管理部１８の情報
と照合した結果、合致した場合は、これを合致したノード装置・インタフェースに関する
変更内容として、制御要求管理部２１に登録する（図１０、ステップ１０３）。対象経路
に含まれるエッジノード５に関しては、通信事業者網の境界点にあたる装置として、設定
変更の直接の対象となるため、全て制御要求管理部２１に抽出する。エッジノードに関す
る装置およびインタフェースの情報も、対象リスト管理部１８に登録しておくと、上記手
順の流れで制御要求を管理部２１に分類することができる。
　引き続き、図４に示した残りの要素について説明する。差分欄（ｄｉｆｆ）４２は、要
求帯域に変更がある場合の、変更前帯域と変更後帯域の差分を登録する欄である。後の受
付判定部２２の処理を行う際に算出する形でも構わないが、変更内容欄４１に情報を登録
する流れで、制御要求分類部２０の処理として行った方がデータの読み出しなどに無駄が
無い。
【００２４】
　要求ＩＤ欄（Ｒｅｑ－Ｉｄ）４３は、各変更要求に対して本システムが一意に設定する
識別子である。制御要求管理部２１に登録する際に、他の変更要求と重複が無いように設
定する。但し、同一の変更要求から派生した変更要求で、対象ノードおよびインタフェー
スが異なるものに対しては、同じ要求ＩＤを付与する。
　状態欄（Ｓｔａｔｕｓ）４４は、変更要求の処理状況を管理する欄である。制御要求分
類部２０で各変更要求を対象ノード、対象インタフェース毎に分離し、制御要求管理部２
１に登録した際には、「未」の状態となる。以降、受付判定部２２で変更要求の受付判定
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を行った結果、受付が可能な場合は「ＯＫ」に、受付が出来ない場合は「ＮＧ」に登録内
容を変更する。同一の要求ＩＤに対する受付判定結果が全て「ＯＫ」となった場合は、制
御発行部２３でノード装置に対する設定変更を実施した後に、制御要求管理テーブルから
削除する。一方、一つでも「ＮＧ」となった要求ＩＤの変更要求に関しては、要求内容で
は受け付けることが出来ないため、その旨を、要求受付部１１を介してユーザに返信する
。
　図４の説明の中で部分的に説明を行ったが、再び図３に戻って説明を続ける。制御要求
分類部２０で制御要求管理部２１に分類登録を行った後は、受付判定部２２において制御
要求管理部２１に新たに登録された制御要求の受付判定を行う。この時に対象となるのは
、図４に示した制御要求管理テーブルの項目で状態欄４４が「未」のものである。
【００２５】
　本システムの特徴的な判定手順としては、各制御要求を単独で判定するのでは無く、同
一の対象ノード、同一の対象インタフェースに対する制御要求を纏めて判定する。例えば
、図４では判定結果が出た状態を示しているが、エントリ＃１と＃２や＃１０と＃１１の
ように、同一の対象ノード、同一の対象インタフェースに対する制御要求の処理状態が「
未」であったなら、＃１と＃２、＃１０と＃１１はそれぞれ纏めて判定を行う。具体的に
は、同一対象への複数の制御要求を全て適用できるか否かといった判定を行う。＃１と＃
２の場合ならば、それぞれの変更要求は７Ｍの帯域増加と２Ｍの帯域減少であるが、制御
対象への影響としては５Ｍの帯域増加となるので、経路上の制御対象ノード、インタフェ
ースにおいて５Ｍの帯域増加が可能かという観点で判定を行う。＃１０と＃１１の場合も
同様に、制御対象において１５Ｍの帯域増加が可能かという観点で判定を行う。纏めた要
求内容が受け入れられない場合もありうるが、その際には、後に積まれた要求から順に削
って再度判定を行うという方法を用いることができる。また、検索処理で良く用いられる
２分岐探索のように、要求数の半分の内容で一次判定を行い、判定結果が可ならば残る要
求数の更に半分の内容を上積みして判定を行い、判定結果が不可ならば更に半分の要求数
の内容で判定を行うといった判定を繰り返すことにより、許容される境界点を導き出すと
いう方法を用いることができる。図４の＃１０と＃１１では、＃１０の要求までは受け入
れられたが、＃１１の要求は受け入れられなかったケースを例示している。判定結果が不
可となった要求に関しては結果を端末１に通知する。また、判定結果が可となった要求に
関しても同様に、受付判定結果が出た時点の結果を通知するようにしても構わない。
　上記のような判定を行う際の、制御対象における既存のリソース使用状況や限界値の情
報は、リソース管理部１９から取得する。
【００２６】
　以上のような手順を経て判定結果が出たら、次は制御発行部２３の処理を行う。制御発
行部２３では制御対象への要求を生成し、制御実行部１６を通じて制御を実施する。対象
となるのは、受付判定の結果が「ＯＫ」となった制御要求だが、ここでも要求ごとに制御
を行うのではなく、制御対象ごとに纏めた要求内容で制御を実施する。例えば、図４の＃
１と＃２のような同一のノードに対する要求は、設定変更メッセージ（制御要求）を一つ
に纏めて制御を実行する。制御内容としては、例えば、ＶＰＮ／ラベル／フロー単位での
シェイピング設定などを行う。制御要求のインタフェース仕様はノード装置が備えるイン
タフェースに依存するが、ｔｅｌｎｅｔなどで対象ノードにログインして制御コマンドを
発行するという方法でも構わないし、ＩＥＴＦ（ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ）で策定されたＮＥＴＣＯＮＦ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒ
ａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＲＦＣ４７４１）を用いても構わない。この時に、同一
ノード／同一インタフェースに対する複数の制御要求を、ノード装置に対して１制御コマ
ンド／１制御メッセージで行えるか否かは、対象ノードが備えるインタフェース仕様に依
存する。なお、上記「制御対象ごとに纏めた要求内容で制御を実施する」のは、リソース
制御受付装置１０の制御発行部２３の処理である。
【００２７】
　最後に、対象となるノード装置への制御が完了したら、結果をリソース制御部１９に反
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映すると共にユーザ端末に対しても通知を行う。
　ここまでが、図３に示したリソース制御受付装置１０の一連の処理の流れになる。図３
では、制御要求分類部２０、受付判定部２２、制御発行部２３が、全て一台の装置上に実
装された形態を示したが、要求受付部１１と制御要求分類部２０を実装する装置、受付判
定部２２を実装する装置、制御発行部２３と制御実行部１６を実装する装置を分けて、そ
れぞれの装置が、制御要求管理部２１を実装した装置と通信を行いながら動作するシステ
ムの形態を採っても構わない。
　また、図４は帯域幅の設定変更に伴う制御要求管理に焦点を当てたテーブル構成例であ
るが、優先度の設定変更に伴う、優先度毎の帯域割当の変動を検査する必要がある場合は
、対象ノードおよびインタフェースに加えて優先度を分類項目に加える。つまり、図４の
項目４０に優先度という条件を加えて分類整理する。同様に、図１４に示したリソース管
理テーブルも、優先度という条件を加えて分類整理する形となる（例えば、１４２と１４
４の間に列を追加して分類する）。
【００２８】
　次に、図３で説明したリソース制御受付装置１０の処理手順を、フローチャートを用い
てさらに説明する。
　図５は、ユーザ要求受信時のリソース制御受付装置の処理手順を示すフローチャートで
ある。
　全体的な流れとしては、既に図３で説明したように、ユーザ要求を要求受付部１１で受
け取る要求受付処理５０を行い、次に、判定制御部１５で行う判定制御処理５２を行う。
判定制御処理５２については、後に図６を用いて詳細に説明する。判定制御処理５２を行
ったら、制御実行部１６でノード装置に対する制御５４を実行する。
　図６は、判定制御部１５の判定制御処理を示すフローチャートである。
　要求分類処理６１は制御要求分類部２０の処理に相当し、受付判定処理６３は受付判定
部２２の処理に相当する。また、制御発行処理６５は制御発行部２３の処理に相当する。
基本的な流れは、図３で説明したように、要求分類処理６１、受付判定処理６３、制御発
行処理６５を順に行っていく形でだが、ここでは処理間の遷移のタイミングを中心に掘り
下げて説明する。いずれの処理も、未処理の内容は全て処理した上で、次の処理に遷移さ
せる。要求分類処理６１であれば、未処理の要求が無くなるまで処理を行い、未処理の要
求が無くなった時点で、次の受付判定処理に遷移する（ステップ６０）。受付判定処理６
３では、未判定の処理が無ければ次の制御発行処理に遷移するが、未判定の処理があれば
（ステップ６２）、これら全ての受付判定処理を行う（ステップ６３）。同様に、制御発
行処理６５では、未制御の処理が無ければ再び要求分類処理に遷移するが、未制御の処理
があれば（ステップ６４）、これら全ての制御発行処理を行う（ステップ６５）。
　未処理キューの実現方式としては、図７のような方式と、図８のような方式が考えられ
るが、次に図６の流れを、各処理キューの構成に従って説明する。
【００２９】
　先ずは、図７のような処理キューの構成を採る場合について説明する。
　このモデルは処理に依存しない統一キューを設ける方式で、各処理は発生した時点で当
該キューに積まれる。図７に示す例のような形で各処理が積まれている場合、７２の処理
Ａ６が終わるまでは、ステップ６０の未処理の要求確認で「有」と判定されるため、繰り
返し要求分類処理６１が行われる。要求の分類が終わると、各処理Ａ４～Ａ６は新たな受
付判定待ち処理Ｂ４～Ｂ６となるが、これらは７６の後ろに順次積む形となる。７３の処
理Ｂ２に順番がまわってくると、ステップ６０の未処理の要求確認には該当せず「無」と
判定され、ステップ６２の未処理の判定確認で「有」と判定されるため、受付判定処理６
３が行われる。７４の処理Ｂ３が終わるまでは、ステップ６２の未処理の判定確認で「有
」と判定されるため、繰り返し受付判定処理６３が行われる。次の７５の処理Ａ７は、ス
テップ６４の未処理の制御確認には該当しないため、再びステップ６０に戻って、ステッ
プ６１の要求分類処理を行う。次の７６の処理Ｃ１は、ステップ６０にもステップ６２に
も該当しないため、ステップ６４に遷移してステップ６５の制御発行処理を行うという流
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れになる。なお、受付判定処理、制御発行処理は、例えば、Ｂ２、Ｂ３を繰り返し処理す
る以外にもまとめて処理することができる。
【００３０】
　以上のように、図７のモデルでは、統一キューに積まれた順に処理が行われ、同一処理
が連続する間はその処理を続ける。このように処理することで、例えば７１から７２の処
理などは、要求分類処理が終わった後は要求判定待ち状態となり、再び統一キューに同じ
ように積まれるため、同時期に連続して発生した要求は、ほぼ同じ周期に処理が進められ
るようになる。ちなみに、キューに積まれる処理の単位は要求ＩＤ４３だが、順番がまわ
ってきたことを切っ掛けに処理される単位は、受付判定処理６３と制御発行処理６５では
制御対象ノードおよび制御対象インタフェース単位であるため、制御対象が同一である処
理は、キューの処理順番がまわってくる前に一編に処理される可能性もある。
　次に、図８のような処理キューの構成を採る場合について説明する。
　こちらのモデルは処理ごとにキューを用意する方式で、要求分類処理６１、受付判定処
理６３、制御発行処理６５を、例えば、複数のＣＰＵにより並列に動作させる場合などに
適する。厳密には、制御要求管理テーブル２１を共有する都合上、排他制御により各処理
は時分割されることになるが、処理間の割当時間（順序）７９が巡ってきた際に、積まれ
ている同種の処理を一気に裁く形態としては適している。例えば、予め定められたタイミ
ング７９毎に各キューに積まれた処理を実行する。また、キューに予め定められた量がた
まったら、まとめて処理を実行するようにしてもよい。
　要求分類処理６１、受付判定処理６３、制御発行処理６５について、フローチャートを
用いて補足する。
　図１０に要求分類処理６１のフローチャートを示す。要求分類処理については、図４の
説明の中で、制御要求分類部２０が行う処理手順として、図１０の符号を参照して述べて
いるため省略する。
【００３１】
　図１１に受付判定処理６３のフローチャートを示す。
　受付判定処理については、図３の後半の説明の中で受付判定部２２の処理として触れて
いるが、ここではフローチャートの手順に従って説明する。受付判定処理では、制御要求
管理テーブルの状態欄４４が「未」の要求（処理状態が「未」の要求）を対象に処理を行
う（ステップ１１１）。処理状態が「未」の要求を抽出する際には、同一のノードおよび
インタフェース単位に抽出する（ステップ１１２）。制御要求管理テーブルの要求は、対
象ノードおよび対象インタフェース毎に分類（４０）されているので、順に検索を行えば
良い。同一のノードおよびインタフェースに対する未処理要求を一括り抽出したら、抽出
した複数の要求を纏めた要求内容が許容されるか、リソース管理部１９の対応ノードおよ
びインタフェースの情報を照合する（ステップ１１３）。纏めた要求内容の許容判定につ
いては、図３の後半の受付判定部２２の説明で述べているので省略する。判定結果は状態
欄４４に反映し（ステップ１１４）、次のノードおよびインタフェースに対する要求の判
定に移る（ステップ１１５）。ここで判定結果は、状態欄４４への反映と共に、ユーザ端
末に対して通知しても構わない。
【００３２】
　本実施の形態のネットワーク制御システムは、ユーザ要求の受付可否を判定する際に、
ノード装置に設定反映された実リソース情報を参照すると共に、重複するユーザ要求を管
理するキューに先に積まれた要求内容を考慮して受付判定を行うため、先にキューに積ま
れた要求を実際のノード装置に設定反映し終わるまで待たなくても受付判定を行うことが
でき、ユーザ要求に対する判定の待ち時間を短くできるという利点がある。
　図１２に制御発行処理６５のフローチャートを示す。
　制御発行処理についても、図３の後半の説明の中で制御発行部２３の処理として触れて
いるが、ここではフローチャートの手順に従って説明する。制御発行処理では、制御要求
管理テーブルの状態欄４４が「ＯＫ」の要求を対象に処理を行う（ステップ１２１）。受
付判定処理と同様に、ここでも同一のノードおよびインタフェース単位に抽出を行う（ス
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テップ１２２）。同一のノードおよびインタフェースに対する要求を抽出したら、要求内
容を纏めて、対象ノードに対する制御要求を発行する（ステップ１２３）。制御実行部１
６に制御要求を渡した処理済の要求は、制御要求管理テーブルから削除する（ステップ１
２４）。ここで再び処理状況をユーザ端末に通知しても構わない。制御要求管理テーブル
の状態欄４４が「ＯＫ」の全ノードおよびインタフェースに対する処理が完了したら（ス
テップ１２５）、状態欄４４に記載された判定結果が「ＮＧ」の要求を纏めて削除する（
ステップ１２６）。但し、判定結果が「ＮＧ」の要求を削除するタイミングに関しては、
受付判定処理の最後に行っても構わないし、制御発行処理の最初に行っても構わない。
　本実施の形態のネットワーク制御システムは、ノード装置に対する設定更新を行う際に
、ユーザ要求の受付判定で認可された複数の要求内容を一括してオーダするため、複数の
ユーザが同時に同一のノード装置に関わる設定変更要求を発行した場合にも、ノード装置
の設定変更要求にかかる負荷を削減することができる。
【００３３】
　ここまでは、複数のユーザが同時に設定変更を行う場合への対策方法として本実施の形
態を説明してきたが、ここからは、複数の接続拠点を管理する単一ユーザが複数の設定を
変更する場合にも、本実施の形態の構成が適用でき、有効であることについて説明する。
　再び、図１の拠点３０、３１、３２が、同一企業の拠点と仮定する。例えば、当初、拠
点３０と拠点３２の間でのみＶＰＮ回線を開設したところに、新たに、拠点３１と拠点３
２の間でも別のＶＰＮ回線を開設しようとしたとする。また、拠点３０と拠点３２の間の
ＶＰＮ回線の帯域も同時に増量しようとしたとする。
　この時、発信側の拠点３０と３１に関しては、それぞれの変更要求が契約帯域内に収ま
っているかもしれないが、この要求を受け付けられるか否かは、拠点３２側の状況を加味
した上で判断を行う。拠点３２は、拠点３０と拠点３１からの異なるＶＰＮトラヒックが
合流する形となる。合計トラヒック量が拠点３２の契約帯域を遥かにオーバしていた場合
、この設定変更で要求されている通信帯域を保証できなるため、ユーザには要求内容では
受け付けられないことを伝える。
　このように、設定変更の結果、複数のトラヒックが合流するポイントが発生する場合、
リソース制御受付装置１０は次のようにこれらの要求を扱う。要求受付部１１で受信する
要求は一要求が対象となるが、前述のとおり、一要求の中には複数の設定変更項目が含ま
れる可能性がある。設定要求分析部２０では、設定変更項目ごとに制御対象となるノード
装置やインタフェースを調べ、制御対象ごとに要求を分類して制御要求管理部２１に一次
記録する。ここで、設定変更項目とは、例えば、新たなＶＰＮ回線の開設、現在のＶＰＮ
回線の帯域の増量についてである。
【００３４】
　具体的には、変更要求に含まれるフロー識別情報（例えば、ＶＰＮ－ＩＤや、送信元ア
ドレスと送信先アドレスなど）を検索キーとして、経路情報管理部１７を調べる。対象経
路上のノード装置やインタフェースのうち、特にエッジノードに関する情報は常に対象と
なるため、送信先で合流するポイントに関わる設定変更項目も漏れなく抽出される。これ
らの情報は、制御要求管理部２１には、例えば、図４の＃１と＃２のように分類整理され
る。
　受付判定部２２では、同一の対象ノード、同一の対象インタフェースに関する制御要求
は纏めて判定を行うため、複数のトラヒックが合流するポイントに対して、複合する設定
変更が受け付けが可能か否かも判定できる。以降の処理は同様である。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本ネットワーク制御システムは、例えば、ユーザに対して、利用サービスに関わる設定
変更を自由に行うことができるインタフェースを提供する通信事業者のネットワークシス
テムに有用であり、特に、複数のユーザがそれぞれ同時に網設備に関わる設定変更を行う
ことを許容するネットワークシステムに適している。
【図面の簡単な説明】
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【００３６】
【図１】本発明の実施の形態の一例を示すネットワーク構成図。
【図２】複数の要求をシーケンシャルに処理する場合の課題を説明するフローチャート。
【図３】リソース制御受付プログラムの機能ブロック図。
【図４】本実施の形態における制御要求管理テーブルの一構成例を示す図。
【図５】ユーザ要求受信時のリソース制御受付装置の処理手順を示すフローチャート。
【図６】判定制御部の処理手順を示すフローチャート。
【図７】判定制御部における処理キューの一構成例を示す図。
【図８】判定制御部における処理キューの別の構成例を示す図。
【図９】ユーザ要求の設定画面の一例を示す図。
【図１０】要求分類処理の処理手順を示すフローチャート。
【図１１】受付判定処理の処理手順を示すフローチャート。
【図１２】制御発行処理の処理手順を示すフローチャート。
【図１３】対象リスト管理テーブルの一構成例を示す図。
【図１４】リソース管理テーブルの一構成例を示す図。
【図１５】経路情報管理テーブルの一構成例を示す図。
【図１６】契約情報管理テーブルの一構成例を示す図。
【図１７】設定情報管理テーブルの一構成例を示す図。
【図１８】本実施の形態のリソース制御受付装置の構成図。
【符号の説明】
【００３７】
　１　ユーザ端末
　２　ユーザネットワーク
　３　ユーザノード
　４　アクセス網
　５　エッジノード
　６　コアノード
　７　地域網
　８　コア網
　９　管理用ネットワーク
１０　リソース制御受付装置
１１　要求受付部
１５　判定制御部
１６　制御実行部
１７　経路情報管理部
１８　対象リスト管理部
１９　リソース管理部
２０　制御要求分類部
２１　制御要求管理部
２２　受付判定部
２３　制御発行部
３０９　リソース制御受付プログラム
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